
テルル毒本No.１４
申請人6人の原爆症に関する原爆症認定訴訟判決の司法判断・認容事例について

山田國廣著
申立人６人の原爆症（急性および慢性原爆症）は広島・長崎原
爆の原爆症認定訴訟判決結果において認容されていた
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福島原発事故被害放射能毒・化学毒原因裁定を求める会



急性原爆症を外部被曝放射能だけに限定し過小評価基準である“疑似科学トリック”
を作り出した原罪はABCC（原爆障害委員会）であった

• 急性原爆症を外部被曝放射能だけに限定し過小評価基準である“疑似科学トリック”を作り出した原罪は
ABCCであった

１. 広島・長崎原爆の健康被害調査については、被曝影響調査を主導したのは「日米合同調査団及び
ABCC（原爆障害調査委員会）」です。米軍主導の日米合同調査団は以下のような原爆放射線過小評価基
準を設定しました。

２．放射急性障害には“しきい値”がある、その値は100rem（1000mSv）であり、それ以下を浴びても死ぬ
ことはない。放射線障害にも”しきい値”があり、その値は25rem(250mSv)で,それ以下なら人体になんの影
響もない。

３．ABCCがガン、白血病をはじめ放射線尾晩発性的影響があるとみている被爆者とは”2㎞以内で被爆し、
脱毛、紫斑、口内炎の急性障害にかかった者“であり、2㎞以遠の被爆者を「非被爆者」として扱い、死の
灰を含んだ雨の降った地域の「原爆症認定訴訟・判決結果」、早期入市死亡者で放射能を浴びた人も「非
被爆者」とした。

４．ABCCによる被曝線量評価システムは1957年の T57D,1965年のT65D,1986年のDS86、2002年のDS02
と、4回にわたり改定され外部被曝線量による疑似科学トリックは定着していきます。

５．ＡＢＣＣは急性原爆症を爆心地から2ｋｍ以内の脱毛、紫斑、口内炎に限定しました。
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広島大学保健管理センタ―教授であった杉原芳夫は「ABCCが急性原爆症を爆心地から２km以
内の脱毛、紫斑、口内炎に限定したこと」に対して痛烈に批判しました。

• 広島大学の病理学者であった杉原良夫は、広島大學研究者を中
心にして発足した“広島原爆障害研究会”における論文の中で「原
爆症とは、被爆者の体内に生じた病的変化をすべて総称するも
のと仮定する。これは不明な原爆症を解明するために必然的な
立場なのです。なぜならば、原爆放射線によってどんな病気が
起こるか分からないのですから、被爆者全ての病的現象を、原
爆放射線と関係のあるものとして、治療、記録、期間、および
資料取集しなければ解明しようがないからです」と、批判しま
した。

• そして杉原芳夫は「原爆と広島大学 生死の火、学術編」にお
いて“急性原爆症の分類定義”を提案した。
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左写真：杉原芳夫が急性原爆症の分類定義を発表した「原爆と広島大学 生死の火、学術編（復刻版）」の表紙
右写真：上記報告書の「目次：第6節 原爆症の病理学的争点 ー体験からの考察ー、66P~78P」に

おい て,杉原芳夫は、急性原爆症および慢性原爆症の分類定義をしている。

文献への入手方法：検索画面で「原爆と広島大学 生死の火、学術編（復刻版）」と入力すると、報告書がダウン
ロードできる広島大学学術情報リポジトリの画面があらわれる。
URL:https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp.0003170
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杉原芳夫による急性原爆症群の８種類分類と病状
杉原芳夫は「原爆と広島大学：生死の火、学術編：広島大学原爆死没者慰霊行事委員会（広島大学出版）
第6節、原爆症の病理学的争点」において急性原爆症について５種類の症候群にわけて病状を詳細に記述
しています。以下は杉原による急性原爆症の説明で、これこそが急性原爆症の真実の説明である。

◎急性原爆症は被曝直後から２週間の間あらわれている。これらは

①悪心、嘔吐、食欲喪失、下痢、便秘などの消化器症候群

②頭痛、頭痛、譫言、不眠、眩感などの神経症候群

③錯覚、幻視、幻聴などの精神症候群

④無欲顔貌、脱力、倦怠感、脱毛などの無力症候群

⑤吐血、下血、血尿、鼻出血、歯肉出血、生殖器出血、皮膚・粘膜の溢血斑など
出血素因

⑥発熱、咽頭通、口内炎などの炎症症状

⑦白血球減少、貧血などの血液障害

⑧無精子症、月経異常などの性障害

に大きく分類することができる。
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「急性原爆症がテルル化学毒の関係」
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広島大学保健管理センタ―教授であった杉原芳夫による「慢性原爆症の分類定義（その1）」
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広島大学保健管理センタ―教授であった杉原芳夫による「慢性原爆症の分類定義（その２）」
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杉生芳夫による「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に基づく原爆病」の７分類・疾病確認
「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」は昭和３２年４月１日に施行された。原爆放射線を多量に浴びた者が“特別被
爆者”として医療費が原則として支払われることとなった。さらに、この法律に基づいた原子爆弾被爆医療審議会は、一
般被爆者のうちで健康診断の結果、造血機能障害、肝臓機能障害、その他厚生大臣が定める障害（悪性新生物、内分泌
の障害、中枢神経の欠陥損傷、循環器系の障害、腎機能障害）があると認められたものは、認定疾患とすることになっ
た。原爆症として認証されたもので、公的に認定された認定疾患は以下の７分類・疾病である。

①外科系でケロイドの治癒異常、熱傷、外傷など運動機能障害

②末梢神経断裂による傷害

③造血器障害としては白血病、貧血症、多血症、白血球減症、白血球像多症、
紫斑病、血小板減少症

④悪性新生物では肺がん、甲状腺がん、皮膚がん、卵巣がん、骨肉腫、悪性
リンパ腫、副腎皮質腫瘍、脳下垂体腫瘍である。

⑤内分泌障害としては甲状腺機能障害、副腎皮質機能障害、性腺機能障害

⑥消化腺障害では慢性肝臓障害、肝脾症候群

⑦その他の原爆症として白内障、外傷性てんかん、高度小頭症など
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左写真：平成23年7月に厚生労働省から公表された「厚生労働省：原爆認定に係る判断の状況について」報告書の表紙」
右写真：放射線起因性に関する行政認定と司法認定の比較
報告書の入手方法：検索画面で「原爆症認定に係る司法判断の状況についえて」を入力すると、以下の画面が表れる。
「厚生労働省 原爆症認定に係る司法判断の状況について（平成23年9月）」
URL:https://www.mhlw.go.jp>stf>shngi
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原爆症認定において「日本政府の行政認定判断」と「裁判所の認定判断」には乖離があった。
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左写真：原爆症認定訴訟の終結に関する基本方針
右写真：原爆症認定訴訟の経緯と現在の状況
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原爆症認定訴訟原告の「直爆（原爆投下時に爆心地近く居住者で直接的被爆者）と入市（後
日に原爆投下地に入り被爆した者）の認定割合（%)の相違状況
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原爆症認定集団訴訟原告の申請疾病別件数（465件）の内訳
注１：がんが１９５件と最も多く、その中に大越良二、渡辺瑞也、小笠原和彦申請人の慢性原爆症（甲状腺がん、結腸がん、多発性骨髄腫）な
どが含めていていた。
注２：甲状腺機能低下症17件の中には松本徳子申請人の橋本病が含まれていた。
注３：山田真、小笠原和彦申請人の糖尿病の申請件数も11件あった。
注4：安齋徹申請人の慢性原爆症（心筋梗塞、脳血管疾患・脳梗塞）の申請件数がそれぞれ14件、17件と多数あった。
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原爆症認定訴訟・判決結果における「疾病別判決状況」
注：積極的人体対象疾病（下線表示）は認容割合が高く、糖尿病や高脂血症などは相対的に低い割合であった。
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申請人・安斎徹さんの急性原爆症状と慢性原爆症状
①申立人の氏名と性別：安齋 徹さん、男性
②被ばく時の住所：福島県相馬郡飯舘村小宮
③現在の住所：福島県伊達市伏黒一本石41－2 仮設住宅B-2-2
④申立人の活動歴：「福島の子供たちをいっぱい遊ばせたいプロジェクト」副代表。

急性、
慢性の
分類

健康被害症状及び病名 被爆の種類（①プ
ルーム直接被ばく、
②後日の高汚染地域
活動）

広島、長崎原爆の原爆症認
定訴訟の判定結果からの参
考事例

急
性
原
爆
症
状

①3月15日朝は雨が雪になり、黒いものが混じって降って来ました。金属の焼けるような臭いがして、周り
の空気が赤錆色に見え、肌がピリピリ痛み始めたので、家に閉じこもっていました。スーパーに行き、戻っ
て風呂に入ると皮膚の表面にヒリヒリ感があり、風呂から出るとヒリヒリからビリビリになりました。その
間も焼けた金属臭が続いていました。
②３月23日に知人のところに出掛け霧の中で車から降りると、皮膚にピリピリ感がありました。その頃は、
下痢が続く状態になっていました。
③伊達市の仮設住宅に移りましたが、顔色も悪く、翌年、病院で胃に赤いポツポツがあり、心臓が肥大し、
飲酒しないのに肝臓が悪い、ストレスだと言われ、パトロールをやめました

①2011年３月
15日のP３と
②3月21日のP
８に直曝

申請人・安齋徹さんの急性
原爆症は「杉原芳夫分類の
急性原爆症」に包摂されて
いた

慢
性
原
爆
症
状

①2011年12月、札幌のよさこい祭に行き、新潟から船に乗って、夜、船の風呂に入り、頭髪をシャンプー
すると髪の毛がバッサリ抜けました。痛みはありませんでした。髪の毛が生えた状態で浴室に行き、禿げて
出て来ました。
②2013年から子ども保養プロジェクトの副代表になり、2016年年９月、保養先から子どもたちを福島に連
れ帰るために祝島に行った時、急に体が熱くなり、右腕が硬直し、右足も動かしにくく、頭がボーッとして、
その後、意識がなくなりました。山口市の病院で、脳梗塞と心筋梗塞を起こしていると診断されました。
③福島や飯館から山口県に保養に行った子どもたち全員が、支援団体の好意で甲状腺検査と健康診断を受け
られます。2014年の検査では何ともなかったのに、翌年嚢胞があるとわかったり、また検査を受けた全員
が２年目に「要観察注意」と診断されました。全員の診断書を預かって帰り、中身を見ずに保護者に渡しま
した。
④山へ行くと、自分は両足の脛の皮膚が赤く痒くなりました。ナイフで掻きむしりたくなるほどの痒さです。
しばらくすると皮膚表面が硬く乾いて白い皮が剥がれて来る。面積が広がって、今は背中が痒い。風呂に入
ると皮膚が剥がれて湯に浮く。これは垢じゃない。

①2011年４月
以後は、飯舘
村、伊達市な
どで”後日の高
汚染地域活動“

申請人・安齋徹さんの慢性
原爆症（心筋梗塞、脳梗
塞）が「原爆症認定訴訟・
判決結果」において認容さ
れていた
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申請人・安齋徹さんの慢性原爆症（心筋梗塞、脳梗塞）が「原爆症認定訴訟・判決結果」において認容されて
いる事例（その１）
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申請人・安齋徹さんの慢性原爆症（心筋梗塞、脳梗塞）が「原爆症認定訴訟・判決結果」において認容されている
事例（その２）
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申請人・大越良二さんの急性原爆症状と慢性原爆症状
①申立人の氏名と性別：大越良二、男性
②被ばく時の住所：福島市庄野字原田3の5
③現在の住所：福島市庄野字原田3の5
④申立人の活動歴：「ＮＰＯファーム庄野。Ｐ０フォーラム庄野は、障害者とその家族のよりよい生活と福祉に資するため事業を行い、共生の地域作りを目指して、
2011年2月に設立された）

急性、
慢性の
分類

健康被害症状及び病名 被爆の種類（①プルーム
直接被ばく、②後日の高
汚染地域活動）

広島、長崎原爆の原爆症認定
訴訟の判定結果からの参考事
例

急性
原爆
症状

①・2011年4月5日： 高血圧（１２０台から１６０台へ）急上昇。
②2011年６月：急性下痢と嘔吐。
③2011年7月：一週間以上の下血。福島市南東北病院で大腸検査。大腸ガンは発見されなかった。

①2011年３月15
日のP３と②3月
21日のP８に直曝

申請人・大越良二さんの急性
原爆症は「杉原芳夫分類の急
性原爆症」に包摂されていた

慢性
原爆
症状

①2013年12月19日： 就寝時、二十分ほど胸が締め付けられる痛みが走り、急性心筋梗塞の疑い。南福島
循環器病院で血液検査、尿検査、心電図検査、コホート検査を受けた。二十分程度心筋梗塞があった由。
②2014年1月：通風の発作。通風は年何度か発作が起き、痛み止めを持ち歩く。
③2014年10月：医師から促され、ふくしま共同診療所の市民検診で甲状腺エコー検査を受け、甲状腺左葉
に13㎜の結節が見つかる。膵臓ガンの疑いも発見。経過観察続行中。
④2014年11月：南東北病院で膵臓のＣＴ検査。膵臓でなく胆管に異常。翌年、郡山市の南東北病院で再受
診。「95％大丈夫だろう」とのこと。知人の胆管ガンの経緯を知っていたので、寿命を覚悟。
⑤2016年12月1日：ガンを含む甲状腺全摘出手術。転移の疑いがあるリンパ節は削り取った。手術は４時
間に及び、気管の裏側に貼りついたガン細胞を剥がすのに１時間かかった。目覚めた時「出血が少なかっ
たね。予定通り摘出しましたよ」と微笑む医師の顔に手術の成功を知ってほっとした。喉には１５㎝の傷
痕が残った。
⑥2011年まで福島に22年間住み続けたが、定期健康診断を受けたことはなく、通風で年１度の医者の診察
のみ。風邪も市販薬で済んだ。医大病院の医師は「原発とは関係ない」と言ったが、私の甲状腺腫瘍は１
年半の間に進行性ガンに変化した。体調変化は原発事故由来の放射線被ばくの影響と、強く疑っている。
事故後、家族や親族にも健康影響が現れた。２人の娘とその家族７人が福島市内に住んでいた。孫３人は
事故直後から全員が鼻血を出した。長女は2012年５月に、次女は６月にそれぞれ稽留流産した。さらに長
女は2014年年に７ケ月の早産。孫は弱視障害で目がよく見えない。2015年に横浜市、2－16年に宇都宮市、
2020年に福島市に住む3三人の義弟が前立腺ガン手術、2018年１月に福島市に住む義父が大腸ガン手術を
受けた。川内村から郡山市に避難した義兄は脳梗塞、姉は白内障になった。
⑧事故後の庄野地区148世帯で、甲状腺疾患の患者が7人。うち3人が甲状腺ガン手術後、肺転移などで死
亡。2016年、54歳の女性が、子宮頸ガンの全身転移で死亡。

①2011年４月以
後は、福島市など
で”後日の高汚染
地域活動“

申請人・大越良二さんの
慢性原爆症（甲状腺癌、
心筋梗塞、胆管異常）は
「原爆症認定訴訟・判決
結果」において認容され
ていた

2024/2/12 山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判判決における司法判断・認容事例」 19



申請人・大越良二さんの慢性原爆症（甲状腺癌、心筋梗塞、胆管異常など）が「原爆症認定
訴訟・判決結果」において認容されている事例

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
20



申請人・松本徳子さんの急性原爆症状と慢性原爆症状
①申立人の氏名と性別：松本徳子さん、女性
②被ばく時の住所：福島県郡山市菜根4丁目
③現在の住所：福島県郡山市菜根4丁目
④申立人の活動歴：避難共同センター代表世話人

急性、
慢性
の分
類

健康被害症状及び病名 被爆の種類（①プルーム直
接被ばく、②後日の高汚染
地域活動）

広島、長崎原爆の原爆
症認定訴訟の判定結果
からの参考事例

急
性
原
爆
症
状

①2011年４月11日に娘の中学校入学式があるので、４月９日に娘を郡山に戻しました。戻したことを今は悔や
んでいます。同僚から、子どもが鼻血を出すようになったと聞きました。福島市在住で、七歳と四歳の兄弟が
共に毎日出血するので、受診したら「のぼせ」と言われたが、心配だと。
②６月２３日、娘が登校前、大量の鼻血が吹き出すように出ました。ドロドロしたレバー色で、量が多く、仰
向いていれば止まるというようなものではありません。その後、学校から鼻血が出たと連絡が来るようになり、
多量で制服に広がるほどでした。娘が郡山市に戻ってから3ケ月経った頃、最も大きな鼻血が起こり、また寝起
きに数回あり、娘は下痢や吐き気で学校を早退することが多くなりました。
③私が喉のかすれや痛みなど違和感を感じ始めたのは、避難して郡山市と行き来するようになってからです。
福島市に住んでいた長女も、声がかすれて出なくなっていました。それは避難者の共通体験と言えます。避難
した人達からも同じことを聞きました。あるお母さんは「子どもが保養先から戻ってくると、体調に異変が起
こる」と言いました。私も夫と会うなどで郡山市に戻ると、必ず喉に違和感を感じるのです。

①2011年３月15日
のP３と②3月21日
のP８に直曝

申請人・松本徳子
さんの急性原爆症
は「杉原芳夫分類
の急性原爆症」に
包摂されていた

慢
性
原
爆
症
状

①わが家では、2016年に家族３人の尿２リットルを検査したら、全員セシウム１３７が検出されました。郡山
市で生活し続けている夫の量は、娘と私より多かったです。
②川崎市に避難してからも健康状態は悪く、2013年9月頃から膝関節が痛み、夜中に熱が出るようになり、膝
の痛みで椅子から立ち上がるのに時間がかかります。十日くらい経つと紅い斑点が出て来ました。病院勤務
だったので医師から専門医を紹介され、膠原病の中のライター症候群と診断されました。ライター症候群の原
因はサルモネラ菌、溶連菌、血液感染がきっかけで発症すると専門医から説明されましたが、どれも特定され
ず、どのように感染したのかわかりません。治療薬のステロイド剤は副作用があるので、強い薬から弱いのに
また強いのにと、膝関節が痛くなる繰り返しが続きました。
③風呂に入っただけで、立っていられないほどの貧血症がありました。手のこわばりもありました。セカン
ド・オピニオンとして、他の医院で甲状腺ホルモンの血液検査をしたところ橋本病も患っていました。
④2016年から娘と私は、自主的に甲状腺エコー診断（超音波診断）を受けています。娘の最初の検査結果は、
３ミリの結節があり、Ａ２判定でした。「子どもにしては大きいが、ようすをみよう」と言うことでした。私
は、右の甲状腺に１０ミリ、左の甲状腺に４ミリの結節があり、今は良性てす。悪性になるか調べる必要があ
るので、毎年検査しています。自主的に検査をしないと、被ばくの影響があるかどうかわからないのです。

①2011年４月以後
は郡山市などで”後
日の高汚染地域活
動“

申請人・松本徳子
さんの慢性原爆症
（甲状腺機能低下
症・橋本病、甲状
腺腫瘍）は「原爆
症認定訴訟・判決
結果」において認
容されていた

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
21



申請人・松本徳子さん（家族を含む）の急性原爆症（鼻血）および慢性原爆症状（甲状腺機能
低下症・橋本病、甲状腺腫瘍）が「原爆症認定訴訟・判決結果」において認容されている事例

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
22



申請人・渡辺瑞也さんの急性原爆症状と慢性原爆症状
①申立人の性別と氏名：渡辺瑞也、男性
②被ばく時の住所：小高赤坂病院（南相馬市小高区片草字秩父山２４番地）
③現在の住所：宮城県仙台市
④申立人の活動歴：南相馬市小高病院の医師

急性、
慢性の
分類

健康被害症状及び病名 被爆の種類（①プルーム直
接被ばく、②後日の高汚染
地域活動）

広島、長崎原爆の原爆症
認定訴訟の判定結果から
の参考事例

急性
原爆
症状

①福島第一原発事故の炉心溶融が始まった2011年3月11日から3日間、
原発から歩北西18㎞の職場（小高病院）に留まって被ばくした。
②事故後、2012年頃から順次、歯の痛みとグラつきが出て5本の抜歯を
余儀なくされました。

①2011年３月12日
~14日にはP1,P1´
②3月１５日のP３
に直曝

申請人・渡辺瑞也さん
の急性原爆症は「杉原
芳夫分類の急性原爆
症」に包摂されていた

慢性
原爆
症状

①2014年には不整脈が出没。
②2015年3月には転倒して腰椎圧迫骨折。
③2015年12月にはデノボ型結腸がんが判明、手術＋抗がン剤投与によ
る治療を受ける。
④わたしの伴侶は2016年から高度不整脈が現れて心臓ペースメーカー
を植え込み,以来徐々に心臓病が悪化して現在は心不全状態になってし
まいました。
⑤私の職場や同僚やその家族の中には、肺がん、乳がん、膀胱がん、
前立腺がん、甲状腺がん、などを発症した方々がおられます。

①2011年４月以後
は仙台市などで”後
日の中汚染地域活動
“

申請人・渡辺瑞也さん
の慢性原爆症（結腸
癌）は「原爆症認定訴
訟・判決結果」におい
て認容されていた

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
23



申請人・渡辺瑞也さんの慢性原爆症状（結腸癌）が「原爆症認定訴訟・判決結果」において認容
されている事例

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
24



申請人・小笠原和彦さんの急性原爆症状と慢性原爆症状
①申立人の性別と氏名：小笠原和彦、男性
②被ばく時の住所：千葉県松戸市
③現在の住所：千葉県松戸市
④申立人の活動歴：原発事故の松戸市などにおいて放射線測定活動を開始、その後は飯舘村の被ばく影響調査、そして2020
年7月に「東電被爆 2020・黙示録（風媒社）」出版

急性、
慢性の
分類

健康被害症状及び病名 被爆の種類（①プルーム
直接被ばく、②後日の高
汚染地域活動）

広島、長崎原爆の原爆症認
定訴訟の判定結果からの参
考事例

急性
原爆
症状

①福島原発事故発生当時、住んでいる松戸市周辺が放射能で汚染されていること
は知っていた。隣の家で、表土をとって除染したくらいひどかった。
②原発事故後、福島に取材にいくようになってからも、鼻血がでたとかの異常は
なかった。
③浪江町など帰還こんな区域に入る時に防護服を渡されたが着なかった。高汚染
地域でもマスクもせずに車で行って、除染もせずにそのまま帰ってきた。

①2011年３月15
日のP2と②3月21
日のP9に直曝

慢性
原爆
症状

①働いていた職場で定期的に血液検査したところ、２０２４年３月頃には高血圧
で260もあり、糖尿病もみつかった。」
②2022年7月２０日、７７歳の誕生日だったのでその日のことはよく覚えている。
体調がおかしいと気づいたのは今日にわき腹が痛くなったことで、地域の病院に
行き、血液検査をしたら都のデモない数値が出た。千葉西総合病院への紹介状を
書いてもらって行くと、そのまま入院となった。
③外来で受診したから医師は、データから多発性骨髄腫と診断し内科医を紹介さ
れた。
④通院で治療を続けている。色々な副作用が出てくる。今出ているのは、食欲不
振や急に眠くなる。一番つらいのが便秘で5日間くらい全然でないこともある。
⑤今でも脇腹の中にゴリゴリしたものがあるような感じで少し痛みがある。この
病気の特徴は腸以外のあらゆる臓器、腎臓などにたんぱく質が付着して発症する。
骨に影響して骨折しやすくなる。

①2012年以後は、
福島県の浪江町、
飯舘村などで”後
日の高汚染地域の
調査活動“

申請人・小笠原和彦さ
んの慢性原爆症（多発
性骨髄腫、糖尿病）は
「原爆症認定訴訟・判
決結果」において認容
されていた

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
25



申請人・小笠原和彦さん慢性原爆症状（多発性骨髄腫、糖尿病など）が「原爆症認定訴訟・
判決結果」において認容されている事例

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
26



申請人・山田真さんの急性原爆症状と慢性原爆症状
①申立人の性別と氏名：山田真、男性
②被ばく時の住所：東京都西東京市南町5-17-2
③現在の住所：同上
④申立人の活動歴：小児科医として東京都八王子中央診療所に勤務、その後は同診療所理事長。

2014年10月に著書「水俣から福島へ（岩波書店）」を出版。

急性、
慢性の
分類

健康被害症状及び病名 被爆の種類（①プルーム
直接被ばく、②後日の高
汚染地域活動）

広島、長崎原爆の原爆症認定訴訟
の判定結果からの参考事例

急性
原爆
症状

①2011年3月15日から4月末までは東京都西東京市の自宅た八王子市の診療所
で活動。

①2011年３月15
日のP2と②3月21
日のP9に直曝

慢性
原爆
症状

①2011年5月に、福島市での健康相談を依頼され、同年6月に医師として診療
相談に赴き、以後2019年まで福島市、郡山市，喜多方市などで、1年に10回
ほどのペースで健康相談活動をおこなってきた。
②2011年6月より、福島を度々訪れることになった。
③2012年５月ごろ、突然に頻尿、口の渇き、目のカスミ、疲労感などが起こ
り、検査の結果、糖尿病を発生していることが判明した。
④グリコヘモグロビンの値は10.5と高く、症状があるためインシュリンによ
る治療を開始して現在にいたったいる。
⑤Ⅱ型糖尿病は遺伝性であることが多いが、山田真さんの近親には糖尿病患
者は全くおらずに発病の原因が被ばく影響だった可能性は否定できない。

①2011年５月以
後は、福島県の
福島市、郡山市、
喜多方市で”後日
の高汚染地域活
動“

請人・山田真さんの慢性原爆
症（糖尿病）は「原爆症認定
訴訟・判決結果」において認
容されていた

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
27



申請人・山田真さん慢性原爆症状（糖尿病）が「原爆症認定訴訟・判決結果」において認容さ
れている事例

2024/2/12
山田國廣著「申請人6人の原爆症に関する原爆症認定裁判

判決における司法判断・認容事例」
28
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